
 

離婚／ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）／性犯罪被害 

セクシュアル・ハラスメント／労働問題 

事実婚や同性婚（ＬＧＢＴに関する問題） 等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    女性の権利一般に関する電話相談・面接相談を実施します。 

   これらの問題に詳しい弁護士が、対処の方法や正しい法律知識を 

  提供し適切なアドバイスを行います。どうぞお気軽にご相談ください。 

 
 

 

電話相談 ６月２４日 （土）   ０８２‐５４５‐０３５１ 
 予約不要  １０：３０～１４：３０      ●相談料は無料ですが、通話料がかかります。 

     ●回線が込み合うことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ   広島弁護士会  広島市中区上八丁堀２－７３ 広島弁護士会館 

            ＴＥＬ：０８２-２２８-０２３０  ＵＲＬ：https://www.hiroben.or.jp/ 
［主催］広島弁護士会・日本弁護士連合会 

［共催］エソール広島（公益財団法人広島県男女共同参画財団）／ゆいぽーと（広島市男女共同参画推進センター） 

    福山市若者・くらしの悩み相談課／法テラス広島（日本司法支援センター広島地方事務所）  
 ●6 月 23 日から 29 日まで（男女共同参画週間）の期間を中心に、全国の弁護士会において実施します。各地で開催日が異なります。 

  詳細はホームページでご確認ください。https://www.nichibenren.or.jp/ 

２０２３年 全国一斉 

女性の権利 
ホットライン 

秘密厳守・相談無料 

会場案内図は 

裏面をご覧 

ください。 

面接相談 
 

 要予約  

 
●新型コロナウイルスの感染 

状況によっては、面接相談を 

中止する場合があります。 
 

《広島会場》 
 

６月２４日 （土） 
 

１０：３０～１４：３０ 
<一人１時間・先着４人＞ 

 

 会場  ゆいぽーと 

（広島市男女共同参画推進センター） 

広島市中区大手町５丁目６－９ 
 
 

 予約  ０８２‐２４８‐３３１２ 

●月曜日をのぞく９：００～２０：００ 
 



 

 

 

女性の権利ホットライン 

面接相談 会場案内図 
 

 

 

 

《広島会場》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yui-port.city.hiroshima.jp/?cn=100012 

 

 

 
 

 

 


